
 

建 技 第 2 9 2 号 

令和２年９月 29 日 

 

 

(一社)富山県建設業協会会長 殿 

 

富 山 県 土 木 部 長  

 

 

「富山県土木部 土木工事共通仕様書」等の改定について 

 

 このことについて、下記のとおり改定したので、参考までに送付します。 

 なお、貴協会会員に対する周知について、ご配慮願います。 

 

記 

  

１．令和２年 10 月１日以降に作成する設計書から適用する。 

 

２．改定内容 

（１）富山県土木部土木工事共通仕様書 本編 

 ・第 1 編共通編、第 2 編材料編、第 3 編土木工事共通編、第 5 編河川編、第 6 編河川海岸編、

第 7編砂防編、第 8 編ダム編、第 9 編道路編、第 11 編公園緑地編 

（２）条項関連資料 

1) 富山県土木工事施工管理基準 

・出来形管理基準 

・品質管理基準 

2) 富山県土木工事写真撮影要領 

 ・本文、撮影箇所一覧表（出来形管理） 

3) 富山県建設工事標準請負契約約款（令和２年 10 月） 

4) 富山県請負工事成績評定要領（令和２年４月） 

 

３．閲覧方法 

  富山県土木部建設技術企画課ホームページから閲覧できます。 

建設技術企画課 HP→設計・積算・共通仕様書・様式・基準類→共通仕様書 

→「関連リンク」内の「土木工事共通仕様書 

http://www.pref.toyama.jp/sections/1510/gi/doboku-siyou/shiyousyok.html 

 

（事務担当：建設技術企画課技術指導係） 



改定概要 

１ 土木工事共通仕様書の改定概要 

（１）国土交通省の改定に伴い工事の下請負の記載を削除するもの 

現行 改定 

1-1-1-10 工事の下請負（3） 

下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有

すること。なお、下請契約を締結するときは、

適正な額の請負代金での下請契約の締結に努め

なければならない。 

1-1-1-10 工事の下請負（3） 

 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有

すること。なお、下請契約を締結するときは、

下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃

金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その

他の労働環境が適正に整備されるよう、市場に

おける労務の取引価格、保険料等を的確に反映

した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定

める下請け契約を締結しなければならない。 

（２）国土交通省の改定に伴い労働環境の記載事項について追記するもの 

現行 改定 

1-1-1-26 施工管理 6 労働環境の確保 

受注者は、作業員の労働条件、安全衛生その

他の労働環境の改善に努めなければならない。 

1-1-1-26 施工管理 6 労働環境等の改善 

受注者は、工事の適正な実施に必要な技術的

能力の向上、情報通信技術を活用した工事の実

施の効率化等による生産性の向上並びに技術

者、技能労働者等育成及び確保並びにこれらの

者に係る賃金、労働時間、その他の労働条件、

安全衛生その他の労働環境の改善に努めなけれ

ばならない。 

（３）JIS 規格など準拠する基準類の改定に伴い各種基準類等との整合を図るもの 
 
２ 土木施工管理基準等の改定概要 

（１）出来形管理基準及び規格値 

・ICT 舗装修繕工（切削オーバーレイ工）、ICT 地盤改良工（スラリー撹拌工）等の導入にとも

なう出来形管理基準を追加 

・準拠する要領の改訂等に対応するもの 

（２）品質管理基準及び規格値 

・下層路盤及びアスファルト舗装の現場密度試験について、面積の考え方を記載 

・準拠する要領の改訂等に対応するもの 

（３）土木工事写真撮影要領 

・ 「施工履歴データを用いた出来形管理要領（路面切削工編）（案）」、「施工履歴データを用い

た出来形管理要領（表層安定処理等・中層地盤改良工事編）（案）」、「施工履歴データを用い

た出来形管理要領（固結工（スラリー撹拌工）編）（案）」、「３次元計測技術を用いた出来形

計測要領(案）」の導入にともなうもの 



参考資料R02.10　土木工事共通仕様書等の改定一覧表

編 共通仕様書
改定の
有無

理由

1 共通編 有 国土交通省の改定に伴う改定

2 材料編 有 　　〃

3 土木工事共通編 有 　　〃

5 河川編 有 　　〃

6 河川海岸編 有 　　〃

7 砂防編 有 　　〃

8 ダム編 有 　　〃

9 道路編 有 　　〃

10 下水道編 無    -

11 公園緑地編 有 国土交通省の改定に伴う改定

12 港湾編 無

番号条項関連資料
改定の
有無

理由

1 富山県土木工事施工管理基準 無 －

出来形管理基準(港湾除く） 有 国土交通省の改定に伴う改定

港湾工事出来形管理基準 無 －

品質管理基準(港湾除く） 有 国土交通省の改定に伴う改定

港湾工事品質管理基準 無 －

塗膜厚施工管理基準 無 －

2 富山県土木工事写真撮影要領 有 国土交通省の改定に伴う改定

3 土木工事安全施工技術指針(平成29年3月） 無 －

4 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月） 無 －

5 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月） 無 －

6 建設工事の安全対策 無 －

7 建設工事に伴う騒音振動対策指針（昭和62年4月） 無 －

8 薬液注入による建設工事の」施工に関する暫定指針 無 －

9 アルカリ骨材反応抑制対策について 無 －

10 工事用標識等設置要領(案)（平成3年1月） 無 －

11
「港湾工事等潜水作業従事者配置要領(平成29年3月）」及び
「港湾工事等海上起重作業船団長配置要領(平成25年3月）」

無 －

12 冬期施工技術仕様(平成23年9月） 無 －

13 土木部所管建設工事施行に関する事務取扱要領(令和元年10月） 無 －

14 富山県建設工事標準請負契約約款(令和2年10月） 有 R2.10管理課改定

15 土木部建設工事監督要領(平成28年4月） 無 －

16 富山県建設工事検査監察要領(平成31年1月） 無 －

17 富山県請負工事成績評定要領(令和2年4月） 有 R2.4検査室改定

18 その他 無 －

グレー網掛：改定対象外
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